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監査委員の意見
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★
地
方
交
付
税

　

全
国
す
べ
て
の
市
町
村
が
等
し
く
一
定

水
準
の
行
政
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
で
き
る
よ

う
に
、
税
収
の
少
な
い
市
町
村
に
対
し
て

国
税
の
一
部
か
ら
配
分
さ
れ
る
お
金
で
す
。

★
国
庫
支
出
金

　

特
定
の
事
業
に
対
し
て
国
か
ら
支
出
さ

れ
る
お
金
で
す
。

★
市
債

　

１
年
を
超
え
る
借
入
金
の
こ
と
で
す
。

道
路
を
造
っ
た
り
多
額
の
資
金
を
必
要
と

す
る
と
き
に
、
国
や
銀
行
か
ら
お
金
を
借

り
ま
す
。

　

な
お
、
財
源
不
足
を
補
て
ん
す
る
、
い

わ
ゆ
る
「
赤
字
債
」
の
発
行
は
認
め
ら
れ

て
い
ま
せ
ん
。

★
臨
時
財
政
対
策
債

　

本
来
普
通
交
付
税
と
し
て
交
付
さ
れ
る

べ
き
特
例
地
方
債
で
す
。
元
利
償
還
金
に

つ
い
て
は
後
年
度
交
付
税
と
し
て
措
置
さ

れ
ま
す
。

★
一
般
財
源

　

市
税
や
普
通
交
付
税
な
ど
使
用
目
的
が

限
定
さ
れ
な
い
収
入
の
こ
と
で
す
。

健全化判断比率等についてお知らせします
　地方公共団体の財政の健全化に関する法律（財政健全化法）に基づ
き、健全化判断比率等（財政の健全性を判断する指標）を算定し、
監査委員の審査、議会への報告を行いましたので、公表します。
　健全化判断比率等にはそれぞれ早期健全化基準があり、いずれか
一つでも満たさない場合には、財政活動の制限を受けます。

　本市の指標は、いずれも国が定める早期健全化基準以下ですので、財
政状況は、概ね健全であるという状況です。

　全ての公営企業会計において、資金不足は発生していないため、概ね
健全な運営が行われている状況です。

【実質赤字比率】
　標準的な年間収入に対する一般会計の実質的な赤字額の割合で、数値
が高いほど悪化していることを示すものです。
【連結実質赤字比率】
　標準的な年間収入に対する全ての会計の実質的な赤字額の割合で、数
値が高いほど悪化していることを示すものです。
【実質公債費比率】
　標準的な年間収入に対する一般会計などの実質的な借入金の返済額の
割合で、数値が高いほど悪化していることを示すものです。18％を超え
ると、起債が制限されます。
【将来負担比率】
　標準的な年間収入に対する一般会計、特別会計、一部事務組合、第３
セクターなどが抱える負債残高の割合です。年間収入に対して負債額が
何年分に相当するかを示すものです。本市は、63.9％ですので、約８か
月分に相当します。

【資金不足比率】
　公営企業会計ごとに、事業の規模に対する資金不足額の割合を示すもの。

　健全化判断比率の審査を終えた監査委員から、８月18日に意見書が
市長に渡されました。意見の要旨は次の通りです。
　「本市の健全化判断比率の各比率は全てにおいて早期健全化基準
を下回り、本市財政は適正に運営されている。しかしながら、合併
特例措置の縮減による地方交付税の減少等、本市財政を取り巻く環
境は、依然厳しい状態が続くことが予想される。ついては、自主財
源の根幹である市税収入の確保、市有財産の有効活用、財源の効率
的かつ効果的な運用に努め、人口減少への対策を講じつつ、将来に
わたり健全で安定的な行政運営を維持できるよう、更なる財政基盤
の確立に向けた取組を進められたい。」

１. 健全化判断比率の状況

2. 資金不足比率の状況

歳出合計
638億6,295万1千円

民生費
222億7,149万1千円

総務費
76億7,153万2千円

教育費
77億6,426万8千円

公債費
68億4,802万6千円

衛生費
44億9,980万8千円

土木費
59億665万6千円

商工費
34億386万7千円

その他
54億9,730万3千円

歳　入

歳　出

歳入合計
662億6,532万1千円

地方交付税
104億7,301万8千円

国庫支出金
87億7,335万1千円

市 債
51億5,500万円

諸収入
40億4,813万3千円

繰越金
39億9,964万4千円

県支出金
41億5,152万6千円

その他
81億218万8千円

市 税
215億6,246万1千円

○
一
般
会
計
の
決
算

　

平
成
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年
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の
一
般
会
計
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決
算
は
歳
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収
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、
６
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２
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３
２
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３
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億
６
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２
９
５
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１
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で
し
た
。
差
し
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２

４
億
２
３
７
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の
黒
字
で
し
た
が
、
平
成
29
年
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で
引
き
続
き
実
施
す
る
事
業
に

使
う
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が
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５
，１
２
４
万
８
千
円
含
ま
れ
て
い
る
た
め
、
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収
支
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５
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１
２
万
２
千
円
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黒
字
と
な
り
ま
し
た
。
歳
入
・
歳
出
の
内
訳
は
左
図
の

と
お
り
で
す
。
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○特別会計 （単位：千円）

合　　　　　計

○一世帯あたりの行政コスト

民生費

総務費
教育費

土木費
衛生費

公債費

商工費
その他

高齢者、障がい者、生活保護など福祉のための経費

税務や市役所の全般的な事務の経費
小中学校の整備・運営や社会教育のための経費

道路・公園・河川などを整備する経費
各種検診やごみ処理等の経費

市債の元金返済や利息の支払いのための経費

中小企業の支援、観光など商工業振興の経費
議会運営、労働者の支援、農林業の振興、消防に関する経費

平成29年3月31日現在世帯数　64,317世帯

合　　　　　　　　　　　計

分　　　　　　野 一世帯あたりの
行政コスト（円） 割合（％）

34.9
12.2
12.0
10.7
9.2
7.1
5.3
8.6

346,277
120,719
119,277
106,473
91,836
69,963
52,923
85,472
992,940

21,442,847
1,719,674
13,727,100
52,098

5,007,738
389,111
662,716

43,001,284

20,825,410
1,709,742
13,392,116
50,794

4,802,171
353,846
662,005

41,796,084

国民健康保険   
後期高齢者医療   
介護保険（保険事業勘定）   
介護保険（介護サービス事業勘定）   
下水道   
農業集落排水   
千塚町上川原産業団地   

○企業会計（水道事業会計） （単位：千円）
区　　　　　　分 収　　入 支　　出

区　　　　　　分 歳　　入 歳　　出

2,838,495
471,813

2,195,738
2,122,578

収益的収支（事業運営を目的とした収支）
資本的収支（施設整備を目的とした収支）

○目的税の使いみち （単位：千円）

入　湯　税

都市計画税

12,054

551,751

・観光振興のための支出
・消防施設整備のための支出
・土地区画整理、街路整備、下水道整備、公園整備等のための支出
・上記の事業を実施したときに借入れた市債の返済のための支出

税　目 使　　い　　み　　ち収入額

○市債残高（臨時財政対策債を含む） （単位：千円）

27年度末
62,060,549

28年度末
60,853,830

28年度末
99,603,384

27年度末
101,952,503

一　般　会　計 市債全体（一般会計・特別会計・水道事業会計）  

※資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額は、積立金等で補てんしています。
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